
ひょうご産業活性化センター通信明日へ飛躍する企業をサポート

　昭和のたたずまいが今なお残る塩屋商店会（神戸市
垂水区）に2017年6月、手作りパンとそば打ち教室の店
「しおやSobar」がオープンしました。海風香る狭い路
地のまちに溶け込んだ店は、地域のコミュニティーの場に
もなっています。開業に当たっては、ひょうご産業活性化
センターの商店街新規出店・開業等支援事業の助成
金を活用しました。
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◦兵庫県信用保証協会かわら版
　�「経営者保証ガイドライン推
進キャンペーン」のご案内

◦技術最前線
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　繊維強化木材の開発
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今月の支援メニュー
商店街新規出店・
開業等支援事業

商店街や小売市場のにぎわ
いや活力、コミュニティー機能
の向上を図るため、空き店舗
において商店街などの魅力を
高める店舗の新規出店を支
援する制度
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兵庫県企業庁産業用地のご案内

○地域創生割引制度
　県外から本社機能を移転する企業等に分譲価格を20%割引
○あわじ環境未来島構想支援割引制度
　地域ブランド発展企業などに分譲価格を20%割引（併用は10%）
○公共岸壁等使用料助成制度
　生穂地区等の公共岸壁及び埠頭の使用料を助成（1/2）
○中小企業支援ゾーン制度
　志筑地区全域で県内中小企業に特別価格（12,000円/㎡）で分譲
○地質等調査費助成制度
　地質調査のためのボーリング費用を助成（１企業最大500万円）◇本州と四国を結ぶ交通の要衝、公共岸壁を完備

◇「あわじ環境未来島構想」を淡路島全域で推進
◇明石海峡大橋ＥＴＣ車料金大幅値下げ（H26.4） ○その他税制優遇措置、設備投資･雇用補助等

充実の企業立地支援制度　分譲価格  最大３割引！

播磨科学公園都市

淡路津名地区

ひょうご小野産業団地

○地域創生割引制度
　県外から本社機能を移転する企業等に分譲価格を20%割引
○研究開発型企業立地促進割引制度
　研究開発型企業などに分譲価格を20%割引（併用は10%）
○立地企業研究開発支援助成制度
　SPring-8などの機器使用料を助成（1/2）
○中小企業支援ゾーン制度
　同ゾーンを設け県内中小企業に特別価格（10,000円/㎡）で分譲
○地質等調査費助成制度
　地質調査のためのボーリング費用を助成（１企業最大500万円）

◇都市内には世界最高性能の大型放射光施設（SPring-8）､
　Ｘ線自由電子レーザーSACLA、中型放射光ニュースバル
◇高度研究機関が連携して企業の研究開発を支援
◇固い地盤と低い地震発生率による高い安全性

○地　　域　兵庫県小野市市場地区（約40ha）
○事業期間　平成28～33年度（予定）  
○分譲時期　平成31年度一部分譲開始（予定）

○その他税制優遇措置、設備投資･雇用補助等

兵庫県企業庁 産業用地兵庫県企業庁企業誘致課 TEL 078-362-4326

淡路津名地区

播磨科学公園都市

「企業誘致成約報奨金制度」
を実施中！
淡路津名地区・播磨科学公園都市に立地したいと
いう企業の情報をご紹介ください。
成約に結びついた場合には報奨金（土地の代金の
２％・上限なし）をお支払いします。　

企業立地の促進や雇用の創出など地域創生
に取り組むため、兵庫県企業庁と小野市が共
同で新たな産業団地を整備

新たな産業団地「ひょうご小野産業団地」の整備が進んでいます

兵庫県の地域創生に取り組むため、 ｢地域創生割引制度（20%、他の制度と併せて
最大30%）｣ や｢中小企業支援ゾーン｣ を設け、企業の皆様の立地を支援します。
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昭和の風情残るまちで
開くそば打ち教室
天然酵母パンも並べ
コミュニティーの場に

海を望む古いたたずまいが残るまち
　塩屋地区は海からすぐに丘陵が迫
る地形で、市西側の高台、通称ジェー
ムス山をはじめ明治末期から昭和の
初頭にかけて欧米人の住宅地として
好まれてきました。戦前は国道2号線
沿いに日用品を買う店舗が並んでい
ましたが、戦後になってJR・山陽「塩
屋」駅北側に住宅地が開発されるよう
になると、駅から北へ延びる本通り周
辺に店が立ち並ぶようになりました。
　商店会ができたのは1950年代のこ
とで、ピーク時には加盟店が80店ほど
あったようですが、今は64店に減って
いるそうです。同商店会の副会長を務
める松本徹さんは「塩屋は周囲を丘
陵で囲まれており、東の須磨、西の垂
水とも地形的に隔てられたすり鉢状の
集落で、5,000世帯、人口1万5千人ほ
どの街です。人口の減少とともに少し
ずつ閉める店が増えていきました」と話
します。

塩屋に移住、制度が後押し
　店主の西尾友紀さんはもともとパン
作りが好きで、マルシェなどのイベント
で自家製パンを出品するほか、自宅で
パン作り教室を開講していました。「海
の近くに住みたい」というかねてよりの

夫婦の夢をかなえるべく、4年前に芦屋
から塩屋へと移住。自宅にはパン工房
を備え、趣味のパン作りを本格化させま
した。かつての異人館である旧グッゲン
ハイム邸で開かれるマーケット「塩屋
市」にも出店していたそうです。
　そんな折、空き店舗への出店を支
援する兵庫県の施策があることを知り
ました。「これも何かの縁。チャレンジし
てみようか」と塩屋商店会に問い合わ
せたところ、程よい広さの空き店舗が
あることが分かり出店を決断します。
　天然酵母を使った手作りのパンを
置くだけでなく、店内でコーヒーと一緒
にパンを食べられるようカフェのしつら
えにすることとし、併せて10年ほど前か
ら取り組んできたそば打ちの教室も開
くことにしました。「誰もが気軽に店に寄
れて、地域のコミ
ュニティースペース
にすることができ
れば」との思いか
らです。
　店の外観は海
になじむブルーグ
レーの壁とガラス
戸で開放的な明
るい空間としまし
た。パンのショー

ケースは奥に配置し、広いテーブルを
置いて、そば打ち台兼カフェのスペース
にしています。商店街新規出店・開業
等支援事業では店の改装費が助成さ
れるほか、家賃に対する補助もありま
す。「助成制度のおかげで背中を押し
てもらいました」と西尾さんは話します。

塩屋をもっと元気に
　パンは水、木、土、日曜の週4日販売
し、開けている日にそば打ち教室も開
いています。教室には現在15人の会
員がいて、習いたい時に来ることがで
きます。
　塩屋商店会は店同士の結び付きも
強く、マーケットや音楽ライブなどのイベ
ントも活発に行われています。そば打
ち教室の会員でもある松本副会長は

店奥に並ぶ、天然酵母を使った手作りのパン
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「昔ながらの街並みにも引かれて、5つ
あった空き店舗も埋まりつつあります。
Sobarのようなお店が増えれば、またこ
こで店を出したいという人も増えてくる

はず。なんとか店が減ることなく今の状
態を維持できれば」と期待を掛けてい
ます。
　西尾さんも「一帯は『西の鎌倉』と

いう人もいるくらい素敵な雰囲気を残
しています。せっかくの街の資源をみ
んなで磨き上げながら塩屋を元気に
できれば」と意気込んでいます。

所在地　神戸市垂水区塩屋町3丁目11-5
代表　西尾友紀

TEL 080-1320-9635
URL https://shioyasobar.storeinfo.jp/

店舗概要
しおやSobar

商店街新規出店・
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商店街・小売市場の空き店舗を活用する
取り組みを支援します。

支援メニュー講座 商店街新規出店・開業等支援事業

問い合わせは ひょうご産業活性化センター経営・商業支援課 078-977-9116

　「商店街新規出店・開業等支援事業」では、商店街や小売市場の空き店舗を活用した新たな業種・業態の
出店や住民のコミュニティスペース設置により、商店街の魅力向上やにぎわい創出を図る取り組みを支援します。

制度概要

事業名
新規出店・開業支援事業

商店街空き店舗再生支援事業
新規出店支援事業 地域交流促進等施設設置・

運営支援事業

対象事業
商店街の空き店舗への新規出店
※「若者・女性チャレンジ枠」として、
女性および40歳未満の男性の開業者を
特に支援しております

子育て・高齢者支援など地域交流
や生活支援のための施設を設置
し、商店街のコミュニティ機能の
強化を図る事業

商店街等が空き店舗を借り上げ、以下の出店者を誘
致する取り組み
（ア）�商店街に必要な業務等の魅力ある出店者
（イ）�短期・週末など柔軟な形態の出店者
　　��（チャレンジ出店）

対象者 開業希望者 商店街・小売市場、商工会議所・商工会、まちづくり会社等
期　間 ２年 ３年�

対象経費
店舗賃借料
内装工事費

ファサード整備費

店舗賃借料
内装工事費

ファサード整備費
広告宣伝費等運営費�

店舗賃借料、内装工事費、ファサード整備費、広告
宣伝費等運営費、コンサル委託料（複数の空き店舗
をまとめて出店誘致するための経費）
※�チャレンジ出店は、専門家派遣経費も対象�

助成額 対象経費の３分の１以内
（上限：１年目150万円、２年目50万円）

・対象経費の２分の１以内
（上限：1年目200万円、2年目75万円、3年目35
万円）※チャレンジ出店で1年未満の場合は3ヵ月単位で按分
・コンサル委託料（上限：100万円）※1年目のみ
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C A L E N D A R
【対象経費】2018年4月1日から2019年2月末日まで
に支払った次の経費
　◦�起業に係る経費（事務所開設費、初年度備品
費、広告宣伝費等）

　◦�研究開発に係る経費（人件費、試作・開発費）
　〈空き家を活用する場合〉
　◦�空き家活用に要する経費（工事費）
【助成額】200万円以内（助成率2分の1）※空き家
を活用する場合は別途100万円を加算（300万
円以内）
　◦�起業に係る経費：100万円以内（助成率2分の
1）

　◦�研究開発に係る経費：100万円以内（助成率2
分の1）

　〈空き家を活用する場合〉
　◦�空き家活用に要する経費：100万円以内（助成
率2分の1）

【審査方法】書面審査および公開審査（ビジネスコン
テスト形式）
※�詳細についてはHP（http://web.hyogo-iic.
ne.jp/kigyo/creative）をご覧ください

【問い合わせ先】創業推進部　新事業課
　 078-977-9072

　独創性あふれるアイデアや優れた技術・技能を有
し、新たな市場や価値を生み出す取り組みにチャレ
ンジする若手起業家等を支援します。
【募集締め切り】8月30日（木）16：00必着
【対象事業】創造性や技術・技術により新たな価値
や市場を生み出すクリエイティブなものづくりやサ
ービス（デザイン・アート・コンテンツ・広告・ファッ
ション等に限らず、食・インテリア・伝統工芸品・
観光などあらゆる分野を対象とする。ただし、第一
次産業は除く）

※�公序良俗に反する事業や、公金の使途として社会
通念上不適切であると判断される事業（風営法に
より規制の対象となるもの等）は対象外です

【対象者】新規性や創造性に富んだビジネスプラン
を有し、2017年4月1日から2019年2月末日まで
に、県内で起業・第二創業した、またはする予定
のおおむね40歳未満の方。ただし、特に優れたビ
ジネスプランを有する方は年齢を問いません。
※�注意事項を右記HPにてご案内していますので、ご
覧ください

クリエイティブ起業創出事業助成金
ビジネスプラン募集のご案内
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「中小企業支援ネットひょうご」には、技術・金融・雇
用など、専門能力の高い団体が勢ぞろい。技術やノ
ウハウを総動員して、経営課題を解決！

　事業の継続を脅かすような重大な事態（危機）が発
生した場合でも、影響を最小限にとどめ早期の復旧を
図るBCPを策定する企業が増えています。今後のBCP
策定にお役立てください。
▶日時：7月24日（火）10：00～11：30
▶場所：兵庫県民会館 10階「福」の間（神戸市中央区下山手通4-16-3）
▶定員：80人
▶参加費：無料
※ 詳細についてはHP（https://www.chuokai.com/20180607150234.

html）をご覧ください
▶問い合わせ先：兵庫県中小企業団体中央会 事業部 連携推進課
　 078-331-2045

　医療機器ビジネスの全体像や開発の進め方、参入
事例をご紹介します。すでに医療産業分野に参入して
いる企業はもちろん、これから参入を目指す企業の皆さ
まの積極的なご参加をお待ちしています。
▶日時：8月1日（水）14：30～16：30

▶場所：姫路商工会議所 7階702ホール（姫路市下寺町43）
▶内容：
　○「ものづくり企業の医療機器ビジネスへの参入」
　　講師：佐藤純一氏　 大阪商工会議所 医療機器事業化コーディネーター
　○衣料から医療へ「下町ロケット2」＂リアル＂ガウディ計画への挑戦
　　講師：髙木義秀氏　福井経編興業（株）代表取締役専務
▶参加費：無料
※ 詳細についてはHP（https://www.himeji-cci.or.jp/seminars_

events/18080101.html）をご覧ください
▶問い合わせ先：姫路商工会議所 中小企業相談所（産業政策担当）
　 079-223-6555

情報カレンダー Information Calendar

挑戦する
企業の
応援団

「企業の防災・減災を考える」
実効性のあるBCPとは（セミナー）のご案内

次世代イノベーションセミナー
ものづくり企業の医療分野参入のご案内
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http://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp

兵庫県信用保証協会かわら版 News from CGCH

「経営者保証ガイドライン推進キャンペーン」のご案内

●「経営者保証ガイドライン推進キャンペーン」の概要

対象

（1）金融機関との連携により経営者保証を不要とする取扱い【金融機関連携型】
①資格要件
　申込金融機関において、次の「要件１」又は「要件２」の何れかに該当し、「要件３」を満たす場合

②対象制度
　全ての保証制度が対象となります。
　（推奨する商品例）
　ひょうご発展支援保証「リードα（アルファ）」、金融機関提携保証「飛躍（ひやく）」等

（2）一定の財務要件を備えた経営者保証不要の保証制度【財務要件型】
①資格要件
　�直前の決算において、次の基準（１）〜（３）の何れかを満たす場合（指標①を満たした上で、「②又は③の何れか」
及び「④又は⑤の何れか」に該当する必要があります。）

②対象制度
　「財務要件型無保証人保証制度」

（3）十分な保全により経営者保証を不要とする取扱い【担保充足型】
①資格要件
　申込人又は代表者等が所有する不動産の担保提供があり、保証金額の100％以上の保全が図れている場合
②対象制度
　無担保要件の保証制度を除き、対象となります。
　（推奨する商品例）
　不動産活用保証「ネクスト」等

（4）金融機関の支援姿勢等を踏まえた経営者保証を不要とする取扱い【特例型】
①資格要件
　金融機関の支援姿勢等を踏まえて、経営者保証を不要とすることが適切かつ合理的であると協会が認めた場合
②対象制度
　兵庫県中小企業融資制度「新規開業貸付－経営者保証免除貸付」が対象となります。
　また、制度に関係なく、経営者保証を不要とすることが適切かつ合理的であると協会が認めた場合も対象となります。

※上表は概要であり、詳細は当協会の担当部署へお問い合わせください（担当部署についてはホームページをご覧ください）。

　経営者保証を不要とする信用保証を推進し、思い切った設備投資、事業拡大ができる環境を整備することを目的
として、「経営者保証ガイドライン推進キャンペーン」を実施しています。

　平成30年4月から、以下の対象要件に該当する場合に、経営者保証を不要とする取扱いを推進しています。ぜひ
ご活用ください。

項目
要件1 経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資の残高がある。
要件2 保証付融資と同時に、経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資を実行する。

要件3
次の項目に全て該当する。
◦直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でない。
◦直近の決算期において債務超過でない。

指標 基準（1） 基準（2） 基準（3）

① 純資産額
5千万円以上
3億円未満

3億円以上
5億円未満

5億円以上

② 自己資本比率 20％以上 20％以上 15％以上
③ 純資産倍率 2.0倍以上 1.5倍以上 1.5倍以上
④ 使用総資本事業利益率 10％以上 10％以上 5％以上
⑤ インタレスト・カバレッジ・レーシオ 2.0倍以上 1.5倍以上 1.0倍以上
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熱溶着で作製した炭素繊維強化木材の開発

織物は、図１の織物により強固に表面へ接着します。そ
の結果、優れた機械的特性と先染綿織物の意匠性を
生かした材料として新たな用途展開が期待できます。

1．はじめに
　炭素繊維は、老朽化した橋梁やトンネルなどの社会
インフラの補修・補強、および学校、官庁、病院などの
公共建築物の耐震化工事への適用など、土木建築分
野への応用も大いに期待されています。例えば、炭素
繊維のプリプレグシート（あらかじめ樹脂を含浸したシ
ート）と木材を接着剤で積層することで、木材の剛性
改善や変形等を抑制した材料を開発し、建築物へ適
用する試みがあります。
　これまで当センターでは、炭素繊維と熱可塑性樹脂
繊維からなる複合糸を新たに開発し、その複合糸から
織物や編み物等の中間製品および熱可塑性炭素繊
維強化複合材料の開発を進めてきました。従来、炭素
繊維を補強材とした強化木材は前述の通り、接着剤
で一体化していますが、複合糸の特徴を生かしてホッ
トプレス機で熱溶着を試みました。その結果、接着剤
を使用せず、短時間の熱圧縮のみで優れた強化木材
を開発することができました。

2．�炭素繊維強化木材の作製と曲げ特性
　当センターで開発した強化木材は、炭素繊維とポリ
エチレン繊維から成る複合糸で作製した織物（図１）と
木材を積層（図２）し、ホットプレス機で熱圧縮していま
す。木材と織物の積層面温度がポリエチレン繊維の融
点130度に到達後、10分間加熱しました。その結果、ポ
リエチレン繊維は溶融し、上下の木材をアンカー効果
で強固に接着した強化木材が作製できました（図３）。
この木材は、ポリエチレン繊維を用いることで低い加熱
温度で作製できるため、木材の変色を抑えることもでき
ます。
　曲げ特性は、合板などで使用される酢酸ビニル樹脂
系エマルジョン形接着剤で接着した木材と比べると、
約1.6倍の曲げ強度が得られました（表１）。また、曲げ
変形に伴う破壊は、接着剤使用の木材が一気に進行
するのに対し、開発した木材は緩やかに進行し、破壊
時の吸収エネルギーが大きな木材となります。

3．�炭素繊維強化木材の意匠性付与
　図４は、上面のラワン材（図２）の代わりに、先染綿
織物を熱溶着した木材の外観です。ラワン材同様、綿

兵庫県立工業技術センター　藤田 浩行

図1　炭素繊維複合糸から作製した織物

図4　先染綿織物を表面加飾した強化木材

図3　強化木材の外観

図2　強化木材の積層構成

技術最前線

兵庫県立工業技術センター
○繊維工業技術支援センター
0795-22-2041　 0795-22-3671

問 い 合 わ せ 先

←ラワン材
←織物

←杉材

←織物
←ラワン材

表１　強化木材の曲げ特性

曲げ強度
(MPa)

曲げ弾性率
(GPa)

破壊エネルギー
(Nm)

織物積層 74.2 7.73 20.39

接着剤使用 45.8 5.40 3.52
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ＴＫＣ近畿兵庫会　神戸中央支部・税理士　宮﨑敦史

T a x & L a w 経営に関するアドバイスをご紹介します。

参照：（株）TKC「平成30年度税制改正特集号」

※Tax&Lawの最新記事およびバックナンバーを当センターのHP（http://web.hyogo-iic.ne.jp/johoteikyo/taxlaw）に掲載しています

特例事業承継税制の創設
　事業承継の際の相続税・贈与税の納税を猶予・免除する「事業承継税制」について、10年間の特例措置とし
て、適用要件の緩和をはじめ大幅な拡充が行われます。具体的には、今後5年以内に「特例承継計画」（仮称）を
提出した上で、10年以内に実施される相続・贈与による事業承継を対象として、（1）対象株式数上限等の撤廃、
（2）雇用要件を実質的に撤廃、（3）対象者の拡大、（4）新たな減免制度など、これまで利用の妨げとなっていた
要件が大幅に緩和され、使いやすい制度として新たに創設されます。

○「特例承継計画」とは
　認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けた特例認定承継会社が作成したものであって、その承継会社の
後継者や承継時までの経営見通し等が記載されたもの

猶予対象株式数の上限を撤廃・猶予割合を100%に拡大

　現行では、相続税の場合、猶予割合は80%のため猶予対象は約53%（全株式の3分の2の80%）になり、残り
47%は納税が必要になります。特例では、全株式の相続税・贈与税の全額が猶予されます。

平成30年度税制改正1 ―特例事業承継税制について―

　この解説は、(株)ＴＫＣ、および兵庫県内ＴＫＣ会員事務所の資料提供協力により作成されたものです。業種別
企業業績動向速報は、ひょうご産業活性化センターホームページ（http://web.hyogo-iic.ne.jp/）をご覧ください。

　2018年5月の県下中小企業の業績動向は
次の通り。調査対象企業3,775社のうち、黒
字企業は半数をやや上回る1,932社。全産
業の純売上高は、対前年同月比101.6％と
増加した。これを業種別に見ると、製造業が
105.7%、卸売業が103.4％、小売業が100.1
％、運輸・郵便業が103.7%と前年を上回り、
建設業が99.5％、情報通信業が97.4%、宿
泊業・飲食業が96.9%、不動産業が91.9%、
サービス業が94.6％と下回っている。
　また、全産業の売上総利益率は27.6％で
対前年同月比99.6％、売上高営業利益率は
3.5%で対前年同月比112.9%、売上高経常
利益率は4.2%で対前年同月比113.5％であ
る。売上高営業利益率、売上高経常利益率
共に、前年よりも改善している。

【情報通信業】調査対象企業53社中、黒字

企業は30社で黒字企業比率は56.6％。純売
上高は対前年同月比で97.4％と減少。売上
高総利益率は56.3％で対前年同月比100.8
％とほぼ横ばい。売上高経常利益率は2.8％
で対前年同月比112.0％、経常利益額は対
前年同月比106.5％と増加している。

【運輸・郵便業】調査対象企業186社中、黒
字企業は99社で黒字企業比率は53.2％。純
売上高は対前年同月比で103.7％とやや増
加。売上高総利益率は25.5％で対前年同月
比95.8％、売上高経常利益率は3.0％で対
前年同月比90.9％と悪化。経常利益額も対
前年同月比95.2％とやや減少している。

【卸売業】調査対象企業502社中、黒字企業
は269社で黒字企業比率は53.5％。純売上
高は対前年同月比で103.4％と増加。売上高
総利益率は17.7％で対前年同月比97.7％と

悪化。売上高経常利益率は2.4％で対前年
同月比109.0％と改善。経常利益額も対前年
同月比113.1％と増加している。

【小売業】調査対象企業508社中、黒字企業
は201社で黒字企業比率は39.5％。純売上
高は対前年同月比で100.1％と横ばい。売
上高総利益率は29.0％で対前年同月比97.3
％、売上高経常利益率は0.9％で対前年同
月比69.2％と悪化。経常利益額は対前年同
月比72.4％と大きく割り込んでいる。

【宿泊・飲食業】調査対象企業155社中、黒
字企業は54社で黒字企業比率は34.8％。純
売上高は対前年同月比で96.9％と微減。売
上高総利益率は66.0％で対前年同月比100.0
％と横ばい。売上高経常利益率は0.9％で対
前年同月比69.2％と悪化。経常利益額は対
前年同月比67.3％と大きく割り込んでいる。

県内業種別企業業績動向速報解説
ＴＫＣ近畿兵庫会

神戸中央支部・税理士
山﨑 崇央

適用  平成30年1月1日から平成39年12月31日までの贈与等が対象
※平成35年3月31日までに特例承継計画の認定が必要です

先代経営者から贈与または相続された
非上場株式等のうち、議決権株式総数
の3分の2までの株式が猶予対象

現
　
行

対象株式数の上限を撤廃し、猶予割合
を100%に拡大。承継時の相続税・贈与
税の負担をゼロに！

特
　
例
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20年後のビジョンを描き
最先端の技術導入で
金属加工の世界を研ぎ澄ませる

立
体
金
属
造
型

伊
福
精
密
株
式
会
社

　自動車部品などの精密金属加工を手
掛ける同社。グレーとオレンジの鮮やか
な配色が目を引く本社工場は今年1月に
稼働したばかりです。事務、工場部門共
に広 と々スペースが取られ、精度が求め
られる金属加工に正確さを期すべく、検
査室は常に一定温度に保てるよう空調
にも配慮しています。
　同社は新工場を建てるに当たって、向
こう20年のビジョンを2016年に策定し
ました。試作・開発を主とした国内工場
では生産効率のさらなる向上を目指して
います。5軸加工機やワイヤーカットなど
の「工作機械」と最先端の「検査機器」、
そしてこれらをつなぐ「CAD・CAM」をオ
ンライン化し、データを突き合わせられる
ようにしているほか、社員に1台ずつタブ
レット端末を配布し、製品に関するデータ
の共有や、ビデオチャットなどのコミュニケ
ーションを容易にしています。航空機の
座席部品など量産品の受注が順調に伸
びている中国工場では「品質を安定さ

せること」がテーマで、切削刃物を内製
化するなどして不良品の発生率を抑えて
います。
　そして、新たな取り組みとして2台の3D
プリンターを導入し、立体金属成型加工
にいち早く取り組んでいます。切削からワ
イヤー加工まであらゆる金属加工に長け
た技術力で最終仕上げまでできるところ
が強みで、取引先が3D技術を最大限
活用できるようにするための教育プログラ
ムも併せて整備。3D技術の浸透が早い
ヨーロッパ市場での拠点設立も視野に
入れています。「20年後にはものづくりに
金型が不要になる世界の実現を目指し
たい」と伊福元彦社長は明確なビジョン
を語ります。
　日頃から社員が希望する研修への参
加をサポートし、1日2時間からでも働ける
勤務制度を導入。「従業員の子どもたち
が、お父さん、お母さんが生き生きと働く姿
を見て、ここで働きたいと思ってもらえるよ
うな会社に」と日々 変化を遂げています。

成長期待企業
イチオシ！

中小企業支援ネットひょうごは成長性を見
込んだ企業を「成長期待企業」として選定
し、複合的な支援を実施。頑張る企業が誇
る製品を紹介します。

の

「成長期待企業のイチオシ」で取材した伊福精密。独
自に築いた人脈と現場に足を運んで得た生の情報を
基に、まず欧州で立体金属造型加工の実績を重ね、
国内で圧倒的にリードしようとしている伊福社長のパ
ワーに圧倒されました。

編集後記

伊福精密株式会社／所在地：神戸市西区伊川谷町潤和字西ノ口750-6／代表取締役：伊福元彦
事業内容：各種精密金属加工

078-978-6760／ http://www.ifukuseimitsu.com/

◎伊福精密株式会社の
　立体金属造型

3D金型造型機を操作する社員新本社工場の外観
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明日へ飛躍する企業をサポート
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